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●介護をしていて、疲れてしまった。

●高齢の親につい、きつい言葉を言ってしまう。

●子どもから叩かれる。

●自分の年金が思うように使えず、生活に困っている。

●必要な介護保険サービスを受けさせてもらえない。

　高齢者虐待の防止および早期対応を図るため、高齢者本人やその家族、保健福祉関係者等か
らの高齢者虐待に関する相談をお受けしています。相談者に対する助言を行うほか関係機関（主
に区役所やいきいき支援センター）と連携を図りながら対応します。

◇高齢者虐待に関するご相談
　●電話相談【月〜金曜日（祝日・休日・年末年始を除く）午前9時〜午後5時】

　●面接相談【月〜金曜日（祝日・休日・年末年始を除く）午前9時〜午後5時】

　●法律相談【原則毎月１回】

　●介護者・養護者のこころの相談【原則毎月１回】　　　  

　　   高齢者ご本人や介護に疲れてしまっている方に対し専門の相談員による心の相談を行います。

　　  ※法律相談及び介護者・養護者のこころの相談は、原則おひとり１回のご相談となります。

◇保健福祉従事者に対する技能向上のための研修事業
◇高齢者虐待防止に関する知識等の普及のための啓発事業
◇高齢者虐待防止に関する調査研究および情報収集

相談専用電話

F A X

相談専用電話

F A X

要予約

すべて無料

要予約

要予約

高齢者虐待相談センターは高齢者の虐待に関する専門相談機関です

事 業 の ご 案 内

　高齢者虐待とは、家庭の同居人（配偶者、こども、親族等）や高齢

者福祉施設などに従事している職員が、高齢者を人として尊厳を保て

ない状態に陥らせることです｡『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律』では、次の５種類を挙げています。

●養護者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、高齢者の生命や身体

に重大な危険が生じている場合、市（区役所、いきいき支援センター、高齢者虐待相談セン

ター）へ通報する義務があります。

●ご相談の秘密は守られますので、安心してご相談ください。

●虐待になる前にもご相談ください。いっしょに考えていきましょう。

●介護をしていると地域から孤立している場合が多く見られます。地域に介護の大変さをわか

ってくれる人や、相談できる関係があることで気持ちが楽になります。

●地域の皆様のひと声で、虐待を防ぐことができます。

●誰にでも起こり得る高齢者虐待を防ぎ、誰もが安心して暮らせるまちをつくりましょう。

地域でのあたたかい見守りや、声かけのネットワークを！

「虐待？」と思ったら相談してください。

高齢者

虐待って

なに？

高齢者

虐待って

なに？

   こんなとき、

ご相談

   ください。

   こんなとき、

ご相談

   ください。

高齢者に対し、外傷を負わせ

るような暴力を振るうなど

身体拘束についても虐待にあ

たる場合があります

身体的虐待

十分な食事を与えない、要介

護者に対する長時間の放置、

必要な介護サービス等を利用

させないなど

介護・世話の放棄、放任

著しい暴言や無視等拒否的な

態度により高齢者に心的外傷

を与えるなど

心理的虐待

高齢者に対する性的嫌がらせ

性的虐待

不当に高齢者の財産を処分する、

金銭を使わせないなど

経済的虐待

※休日・夜間電話相談窓口（052）701-3344
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